
 

 
 

一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和８年２月１０日 
 

長久手市議会議長　殿 
 

長久手市議会議員　伊藤真規子 
　 
 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 
受
付
個 人 質 問　 　 第　　号 
令和  年　月　日　　　時 　 分

 
　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考

 

１

財政的な裏付けのある第７次総合計画の策定のために 
 
本市の令和６年度の経常収支比率は９４．１％であり、

令和６年２月からは経常的経費の不足解消を目的の一つと

して事業総点検が行われてきた。一方、財政収支見通しで

は、令和９年度以降、約３億円、５億５，０００万円、約７

億円と右肩上がりの財源不足が見込まれている。こうした

状況を踏まえ、財政的な裏付けのある実効性の高い第７次

総合計画の策定に向け、以下について伺う。 
⑴　第７次総合計画の計画期間はどのようか。 
⑵　第７次総合計画は第５次、第６次と比較してどのよう

な点に重点を置いた計画となるのか。 
⑶　計画策定にあたっての主要な会議等の策定スケジュー

ルはどのようか。 
⑷　事業総点検について、令和８年度はどのような方針と

体制で進めていくのか。 

 

２

子どもをとりまく現状と課題について 
 
⑴　こども条例制定に関し、「子どもオンブズパーソン」設

置など実効性確保の観点からどのような検討が行われて

いるのか。 
⑵　プレーパークについて、設置場所及び運営体制はどの

ように考えているのか。 



 ⑶　ながくてひろばの待機児童数は何人か。 
⑷　放課後に学童・民間学童・ながくてひろば等を利用せ

ず、自宅等で過ごしている児童の割合をどのように把握

しているか。 
⑸　ヤングケアラーや、経済的な困窮など困りごとを抱え

る中学生、高校生に対して、現在どのような支援を行っ

ているのか。 

 

３

男女共同参画推進のための事業と市条例について 
 
⑴　男女共同参画連携事業として行われる講演会は、どの

ような対象者を想定し、どのような内容の啓発効果を期

待して実施しているのか。 
⑵　公益財団法人愛知県労働協会と共同で実施する出張相

談「ママ・ジョブあいち出張相談 in長久手市」と、ハロ
ーワーク名古屋東と共同で実施する「マザーズパソコン

再就職セミナー」の最終的な実績について、どのように

把握し、自己評価しているのか。 
⑶　「長久手市の男女共同参画を推進する条例」に定める

内容はどの程度達成されていると考えているか。 


